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はじめに
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NO 変更内容 変更予定日

➀
「発電設備の系統連系資料」の廃止
（申込システムへの取込み） 2021.1.4

② 申込み対象契約の追加

平素は、インターネット申込システムをご利用いただき、誠にあり
がとうございます。

このたび、発電設備設置申込み時の電気工事店さまの利便
性向上を目的とし、一部機能を追加いたしますのでお知らせい
たします。



「発電設備の系統連系資料」の廃止01
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 再エネ申込時の「発電設備の系統連系資料」の添付を廃止※し、インターネット申込シ
ステムの画面上で必要事項を入力いただけるよう変更いたします。

※逆潮流の無い蓄電池やエネファームを単独設置する場合等には、従来どおり系統連系資料を添付いただく必要がございます。

① 発電設備設置申込時の添付資料廃止

現在

 エクセルファイルで再エネ設備の系統図を
作成し、インターネット申込システムへ添付

変更後

 インターネット申込システム内に発電設備
情報等を入力
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発電設備１

接続（設置）位置イメージ図を表示し、その中
から選択いただけます。

結線例には複数の例を表示。
蓄電池等が絡む複雑な結線にも対応します。

画面イメージ①01
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発電設備２

系統をコピーして追加するボタンを押下すると、
入力した内容をコピーし、下に表示します。

１系統毎に発電設備情報を
入力いただきます。

画面イメージ②01



「発電設備の系統連系資料」の廃止01

Copyr i g h t  ©  Chubu  E lec t r i c  P ower  Gr i d  Co . ,  Inc .  A l l  r i gh t s  rese rved .6

▶プライベートメッセージに「発電設備情報の変更連絡」を追加します。

 「発電設備の系統連系資料」 の廃止に伴い、申込後の変更連絡（パネル容量、インバー
タの型式等）をプライベートメッセージでご連絡いただけるように機能を追加します。



プライベートメッセージの送信イメージ01
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現在の申込内容を表示しております。変更箇所を修正ください。

申込み時に入力いただいた発電設備情報が表示されるため、変更箇所のみ入力ください。

例）パネル出力を5.5kWから6kWへ訂正する場合、赤枠部分を6.000へ修正。

発電設備１
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発電設備１

○○電機株式会社

XXX-XXXX

MP-XXXX

皮相電力一定

5.500kW

送信前の確認画面では、変更いただいた箇所が黄色く表示されます。

6.000kW

プライベートメッセージの送信イメージ01



 従来、紙面にてご提出いただいておりました、固定価格買取制度（FIT）対象外※の
発電設備申込みについて、インターネット申込システムでの申請を可能といたします。

申込み対象契約の追加について02
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② 「非FIT買取」の再エネ申込み機能の追加

追加

※非ＦＩＴ買取 ・・・送配電事業者が国の定める価格で一定期間買い取ることが義務付けられて
いる「固定価格買取制度」によらず、発電事業者が小売電気事業者と直接売電契約を締結し、小
売電気事業者が発電電力量を買取すること
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